
別 表 １

算 定 基 準

１区分 ２整備区分 ３ 種 目 ４ 基 準 額 ５ 対 象 経 費 ６負担割合

市町村が整備を放課後 創 設 本体工事費 ２４，９６４千円 放課後児童クラブの
行う場合児童ク 及 び 創設及び改築整備（建

ラブ（ 改 築 ただし、平成２７年７月１３日府子本第 物の整備と一体的に整
１支援 ２０４号内閣府子ども・子育て本部統括官 備されるものであって 国 1/3
単位あ 通知「子ども・子育て支援整備交付金に係 、内閣総理大臣が必要

都道府県たり) る施設整備の取扱いについて（以下「通知 と認めた整備を含む。
」という）の第１による、放課後子ども総 ）に必要な工事費又は 1/3
合プラン（平成26年７月31日厚生労働省雇 工事請負費及び工事事

市町村用均等・児童家庭局長、文部科学省生涯学 務費（工事施工のため
習政策局長連名通知）に基づく学校敷地内 直接必要な事務に要す 1/3
等における創設又は改築を行う場合（以下 る費用であって、旅費
「放課後子ども総合プランによる場合」と 、消耗品費、通信運搬

市町村が社会福いう。）。 費、印刷製本費及び設
祉法人等が行う４９，９２８千円 計監理料等をいい、そ
施設の整備に対の額は工事費又は工事
して補助を行う一部改築については、通知の第２により 請負費の２．６％に相
場合算出されたものを基準額とする。 当する額を限度とする

。以下同じ。）並びに
既存建物の買収のため 国 2/9
に必要な公有財産購入

都道府県費（ＰＦＩ事業及び既
存建物を買収すること 2/9
が建物を新築すること

市町村より効率的であると認
められる場合に限る。 2/9
）

設置者
1/3

賃借料加算 ６，１００千円 新たに土地を貸借し
て放課後児童クラブを
整備する場合に必要な
費用

拡 張 本体工事費 内閣総理大臣が認めた額とする。ただし 放課後児童クラブの
、創設に係る基準額の２分の１を上限とす 拡張整備に必要な工事
る。 費又は工事請負費及び

工事事務費

賃借料加算 ６，１００千円 新たに土地を貸借し
て放課後児童クラブ
を整備する場合に必要
な費用（施設の拡張
により必要となる部
分に限る。）

大規模修繕 本体工事費 通知の第４の２により内閣総理大臣が必 放課後児童クラブの
要と認めた額とする。 大規模修繕に必要な工

事費又は工事請負費及
び工事事務費

特殊附帯 １５，０２３千円 特殊附帯工事に必要
工事費 な工事費又は工事請負

費

解体撤去 １ 改築に際して既存施設を解体し撤去す 解体撤去に必要な工
工事費及 る場合 事費又は工事請負費及
び仮設施 １，３２５千円 び仮設施設整備に必要
設整備工 な賃借料、工事費又は
事費 ２ 改築に際して仮設施設を整備する場合 工事請負費



１，９７２千円

３ 一部改築に際して既存施設を解体し撤
去する場合又は仮設施設を整備する場合
は、通知の第２の２により内閣総理大臣
が必要と認めた額とする。

４ 大規模修繕に際して仮設施設を整備す
る場合は、通知の第４の２により内閣総
理大臣が必要と認めた額とする。



別 表 ２

算 定 基 準

１区分 ２整備区分 ３ 種 目 ４ 基 準 額 ５ 対 象 経 費 ６負担割合

市町村が整備を病児保 創 設 本体工事費 ３３，９００千円 病児保育施設の創設
行う場合育施設 及 び 及び改築整備（建物の

改 築 一部改築については、通知の第２により 整備と一体的に整備さ
算出されたものを基準額とする。 れるものであって、内 国 1/3

閣総理大臣が必要と認
都道府県めた整備を含む。）に

必要な工事費又は工事 1/3
請負費及び工事事務費

市町村（工事施工のため直接
必要な事務に要する費 1/3
用であって、旅費、消
耗品費、通信運搬費、

市町村が社会福印刷製本費及び設計監
祉法人等が行う理料等をいい、その額
施設の整備に対は工事費又は工事請負
して補助を行う費の２．６％に相当す
場合る額を限度とする。以

下同じ。）並びに既存
建物の買収のために必 国 3/10
要な公有財産購入費（

都道府県ＰＦＩ事業及び既存建
物を買収することが建 3/10
物を新築することより

市町村効率的であると認めら
れる場合に限る。） 3/10

設置者
設計料加算 １，６９５千円 本体工事費以外に別 1/10

途必要となる設計料

環境改善 ４，０００千円 子どもにやさしい環
加算 境を作り出すために

必要となる費用

地域の余裕 ３，５００千円 地域の余裕スペース
スペース活 （公営住宅、公民館
用促進加算 等）を活用して病児

保育施設を整備する
ために必要となる費
用

拡 張 本体工事費 内閣総理大臣が認めた額とする。ただし 病児保育施設の拡張
、創設に係る基準額の２分の１を上限とす 整備に必要な工事費又
る。 は工事請負費及び工事

事務費

設計料加算 本体工事費の５％ 本体工事費以外に別
途必要となる設計料

環境改善 ４，０００千円 子どもにやさしい環
加算 境を作り出すために

必要となる費用

大規模修繕 本体工事費 通知の第４の２により内閣総理大臣が必 病児保育施設の大規
要と認めた額とする。 模修繕に必要な工事費



又は工事請負費及び工
事事務費

特殊附帯 １４，３００千円 特殊附帯工事に必要
工事費 な工事費又は工事請負

費

解体撤去 １ 改築に際して既存施設を解体し撤去す 解体撤去に必要な工
工事費及 る場合 事費又は工事請負費及
び仮設施 ２，０９３千円 び仮設施設整備に必要
設整備工 な賃借料、工事費又は
事費 ２ 改築に際して仮設施設を整備する場合 工事請負費

３，７２８千円

３ 一部改築に際して既存施設を解体し撤
去する場合又は仮設施設を整備する場合
は、通知の第２の２により内閣総理大臣
が必要と認めた額とする。

４ 大規模修繕に際して仮設施設を整備す
る場合は、通知の第４の２により内閣総
理大臣が必要と認めた額とする。



別 表 ３

算 定 基 準
（第８条に基づき、放課後児童クラブの整備を行う場合）

１区分 ２整備区分 ３ 種 目 ４ 基 準 額 ５ 対 象 経 費 ６負担割合

市町村が整備を放課後 創 設 本体工事費 第８条（１）に基づく場合 放課後児童クラブの
行う場合児童ク 及 び ３７，４４６千円 創設及び改築整備（施

ラブ（ 改 築 第８条（２）、（３）に基づく場合 設の整備と一体的に整
１支援 ２７，４６０千円 備されるものであって 国 1/3
単位あ 第８条（４）に基づく場合 、内閣総理大臣が必要

都道府県たり） ３２，９５３千円 と認めた整備を含む。
）に必要な工事費又は 1/3

ただし、放課後子ども総合プランによる 工事請負費及び工事事
市町村場合第８条（１）に基づく場合 務費（工事施工のため

７４，８９２千円 直接必要な事務に要す 1/3
第８条（２）、（３）に基づく場合 る費用であって、旅費

５４，９２１千円 、消耗品費、通信運搬
市町村が社会福第８条（４）に基づく場合 費、印刷製本費及び設
祉法人等が行う６５，９０５千円 計監理料等をいい、そ
施設の整備に対の額は工事費又は工事
して補助を行う請負費の２．６％に相
場合一部改築については、通知の第２により 当する額を限度とする

算出されたものを基準額とする。 。以下同じ。）並びに
既存建物の買収のため 国 2/9
に必要な公有財産購入

都道府県費（ＰＦＩ事業及び既
存建物を買収すること 2/9
が建物を新築すること

市町村より効率的であると認
められる場合に限る。 2/9
）

設置者
1/3

賃借料加算 第８条（１）に基づく場合 土地借料

９，１５０千円
第８条（２）、（３）に基づく場合

６，７１０千円
第８条（４）に基づく場合

８，０５２千円

特殊附帯 第８条（１）に基づく場合 特殊附帯工事に必要
工事費 ２２，５３５千円 な工事費又は工事請負

第８条（２）、（３）に基づく場合 費
１６，５２５千円

第８条（４）に基づく場合
１９，８３０千円

解体撤去 １ 改築に際して既存施設を解体し撤去す 解体撤去に必要な工
工事費及 る場合 事費又は工事請負費及
び仮設施 第８条（１）に基づく場合 び仮設施設整備に必要
設整備工 １，９８８千円 な賃借料、工事費又は
事費 第８条（２）、（３）に基づく場合 工事請負費

１，４５８千円
第８条（４）に基づく場合

１，７４８千円

２ 改築に際して仮設施設を整備する場合
第８条（１）に基づく場合

２，９５８千円
第８条（２）、（３）に基づく場合

２，１６９千円



第８条（４）に基づく場合
２，６０３千円



別 表 ４

算 定 基 準
（第８条に基づき、病児保育施設の整備を行う場合）

１区分 ２整備区分 ３ 種 目 ４ 基 準 額 ５ 対 象 経 費 ６負担割合

市町村が整備を病児保 創 設 本体工事費 第８条（１）に基づく場合 病児保育施設の創設
行う場合育施設 及 び ５０，８５０千円 及び改築整備（建物の

改 築 第８条（２）、（３）に基づく場合 整備と一体的に整備さ
３７，２９０千円 れるものであって、内 国 1/3

第８条（４）に基づく場合 閣総理大臣が必要と認
都道府県４４，７４８千円 めた整備を含む。）に

必要な工事費又は工事 1/3
一部改築については、通知の第２により 請負費及び工事事務費

市町村算出されたものを基準額とする。 （工事施工のため直接
必要な事務に要する費 1/3
用であって、旅費、消
耗品費、通信運搬費、

市町村が社会福印刷製本費及び設計監
祉法人等が行う理料等をいい、その額
施設の整備に対は工事費又は工事請負
して補助を行う費の２．６％に相当す
場合る額を限度とする。以

下同じ。）並びに既存
建物の買収のために必 国 3/10
要な公有財産購入費（

都道府県ＰＦＩ事業及び既存建
物を買収することが建 3/10
物を新築することより

市町村効率的であると認めら
れる場合に限る。） 3/10

設置者
設計料加算 第８条（１）に基づく場合 本体工事費以外に別 1/10

２，５４３千円 途必要となる設計料
第８条（２）、（３）に基づく場合

１，８６５千円
第８条（４）に基づく場合

２，２３７千円

環境改善 第８条（１）に基づく場合 子どもにやさしい環
加算 ６，０００千円 境を作り出すために

第８条（２）、（３）に基づく場合 必要となる費用
４，４００千円

第８条（４）に基づく場合
５，２８０千円

地域の余裕 第８条（１）に基づく場合 地域の余裕スペース
スペース活 ５，２５０千円 （公営住宅、公民館
用促進加算 第８条（２）、（３）に基づく場合 等）を活用して病児

３，８５０千円 保育施設を整備する
第８条（４）に基づく場合 ために必要となる費

４，６２０千円 用

特殊附帯 第８条（１）に基づく場合 特殊附帯工事に必要
工事費 ２１，４５０千円 な工事費又は工事請負

第８条（２）、（３）に基づく場合 費
１５，７３０千円

第８条（４）に基づく場合
１８，８７６千円



解体撤去 １ 改築に際して既存施設を解体し撤去す 解体撤去に必要な工
工事費及 る場合 事費又は工事請負費及
び仮設施 第８条（１）に基づく場合 び仮設施設整備に必要
設整備工 ３，１４０千円 な賃借料、工事費又は
事費 第８条（２）、（３）に基づく場合 工事請負費

２，３０２千円
第８条（４）に基づく場合

２，７６３千円

２ 改築に際して仮設施設を整備する場合
第８条（１）に基づく場合

５，５９２千円
第８条（２）、（３）に基づく場合

４，１０１千円
第８条（４）に基づく場合

４，９２１千円

３ 一部改築に際して既存施設を解体し撤
去する場合又は仮設施設を整備する場合
は、通知の第２の２により内閣総理大臣
が必要と認めた額とする。

４ 大規模修繕に際して仮設施設を整備す
る場合は、通知の第４の２により内閣総
理大臣が必要と認めた額とする。


